
大崎ぢむ示第 ３号

尨方税法第２０条の２ の規定攷、び大崎ＦＲＴ税条例第１８条の規定により 、下Ｅのとおり

ぬ示送達する。

令和 ８年 ６１ ２５日

１ 送達を受 ける べき者の ＪＥ１名

①　塩ｍ　融

②　 畆口　 千恵

③　鰺羝、　護

④　豊ＮＲ　ｊＥ一

記

２　 送達書類

令和 ８年度　固定資産税第 １期督促状

大崎ほｒ］‘長 中野　伸一

鬱

３。 その他特記事項

を祕は、 大崎ぢ役場税務課で保管してあ りますので、 本人の芭頭ま たは連絡が

あれば交付いたします。


